
【新旧対照表】 

 

《 会員情報の取扱いに関する重要事項 》                                                            

※追加箇所は赤字下線、削除箇所は青字訂正線 

現行 改定後 備考 

第 1 条 会員情報の収集・保有・利用・預託 

1.法人会員、法人会員として入会を申込まれた

法人等および個人事業主（以下、総称して「法

人会員等」といいます。）ならびにカード使用者

およびカード使用者として入会を申込まれた

方（以下、あわせて「カード使用者等」といい、

「法人会員等」と「カード使用者等」をあわせ

て「会員等」といいます。）は、本契約（入会申

込を含み、株式会社セブン・カードサービス（以

下「当社」といいます。）とのクレジットカード

発行契約をいいます。以下、同じとします。）を

含む当社との取引の与信判断および与信後の

管理（以下「与信業務」といいます。）のために、

以下の情報（以下、これらを総称して「会員情

報」といいます。）を当社が保護措置を講じたう

えで収集、利用することに同意します。 

（1）法人名、法人代表者、カードの利用目的、

事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、

法人会員等が入会申込時およびセブンカード

会員規約（一般法人用）（以下「会員規約」とい

います。）第 12 条等に基づき入会後に届け出た

事項。 

（2）氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（シ

ョートメッセージサービスの送信先番号を兼

ねる）等、カード使用者等が入会申込時および

会員規約第 12 条等に基づき入会後に届け出た

事項。 

（10）インターネット等によるオンライン取引

等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加

盟店における購入画面等に入力した氏名、E メ

ールアドレス、電話番号、商品等送付先住所お

よび請求先住所等の取引情報（以下「オンライ

ン取引情報」という。）。 

第 1 条 会員情報の収集・保有・利用・預託 

1.法人会員、法人会員として入会を申込まれた

法人等および個人事業主（以下総称して「法人

会員等」といいます。）ならびにカード使用者お

よびカード使用者として入会を申込まれた方

（以下あわせて「カード使用者等」といい、「法

人会員等」と「カード使用者等」をあわせて「会

員等」といいます。）は、本契約（入会申込を含

み、株式会社セブン・カードサービス（以下「当

社」といいます。）とのクレジットカード発行契

約をいいます。以下同じとします。）を含む当社

との取引の与信判断および与信後の管理（以下

「与信業務」といいます。）のために、以下の情

報（以下これらを総称して「会員情報」といい

ます。）を当社が保護措置を講じたうえで収集、

利用することに同意します。 

（1）法人名、法人代表者、カードの利用目的、

事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、

E メールアドレス等、法人会員等が入会申込時

およびセブンカード会員規約（一般法人用）（以

下「会員規約」といいます。）第 12 条等に基づ

き入会後に届け出た事項。 

（2）氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（シ

ョートメッセージサービスの送信先番号を兼

ねる）、E メールアドレス等、カード使用者等が

入会申込時および会員規約第 12 条等に基づき

入会後に届け出た事項。 

（10）インターネット等によるオンライン取引

等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加

盟店における購入画面等に入力した氏名、E メ

ールアドレス、電話番号、商品等送付先住所お

よび請求先住所等の取引情報（以下「オンライ

ン取引情報」といいます。）。 

【改定】 

明確化のため 

 

 



（11）インターネット等によるオンライン取引

等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当

該オンライン取引の際に使用したパソコン、ス

マートフォンおよびタブレット端末等の機器

に関する情報（OS の種類・言語、IP アドレス、

位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情

報」という。）。 

 

（11）インターネット等によるオンライン取引

等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当

該オンライン取引の際に使用したパソコン、ス

マートフォンおよびタブレット端末等の機器

に関する情報（OS の種類・言語、IP アドレス、

位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情

報」といいます。）。 

 

第 4 条 会員情報の共同利用 

2.前項に定めるほか、共同利用に際して個人情

報保護に関する法令によりあらかじめ通知ま

たは本人が知り得る状態に置くこととされて

いる事項については、当社所定の「個人情報保

護方針」に定めるものとし、これを当社ホーム

ページに掲載する方法により、会員等が知り得

る状態に置くものとします。 

 

第 4 条 会員情報の共同利用 

2.前項に定めるほか、共同利用に際して個人情

報保護に関する法令により予め通知または本

人が知り得る状態に置くこととされている事

項については、当社所定の「個人情報保護方針」

に定めるものとし、これを当社ホームページに

掲載する方法により、会員等が知り得る状態に

置くものとします。 

 

【改定】 

明確化のため 

 

第 5 条 個人信用情報機関の利用および登録 

1.代表使用者および代表使用者として入会を

申込まれた方（以下、総称して「代表使用者等」

といいます。）ならびに個人事業主会員および

個人事業主会員として入会を申込まれた方（以

下、総称して「個人事業主会員等」といい、「代

表使用者等」と「個人事業主会員等」をあわせ

て「代表者等」といいます。）は、当社が利用・

登録する個人信用情報機関（個人の支払能力に

関する情報の収集および当該機関に加入する

貸金業者・包括信用購入あっせん業者等（以下

「加盟会員」といいます。）に対する当該情報の

提供を業とする者。）について以下のとおり同

意するものとします。 

（1）代表者等の支払能力の調査のために、当社

が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟個人

信用情報機関」といいます。）および当該機関と

提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信

用情報機関」といいます。）に照会し、代表者等

の個人情報が登録されている場合はこれを利

用すること。なお、登録されている個人情報に

第 5 条 個人信用情報機関の利用および登録 

1.代表使用者および代表使用者として入会を

申込まれた方（以下総称して「代表使用者等」

といいます。）ならびに個人事業主会員および

個人事業主会員として入会を申込まれた方（以

下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表

使用者等」と「個人事業主会員等」をあわせて

「代表者等」といいます。）は、当社が利用・登

録する個人信用情報機関（個人の支払能力に関

する情報の収集および当該機関に加入する貸

金業者・包括信用購入あっせん業者等（以下「加

盟会員」といいます。）に対する当該情報の提供

を業とする者。）について以下のとおり同意す

るものとします。 

（1）代表者等の支払能力の調査のために、当社

が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟個人

信用情報機関」といいます。）および当該機関と

提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信

用情報機関」といいます。）に照会し、代表者等

の個人情報が登録されている場合はこれを利

用すること。なお、登録されている個人情報に

【改定】 

・個人信用情報

機関の規則改正

により「不渡情

報」の登録が廃

止となるため 

・支払停止の抗

弁の申し出がさ

れた場合の登録

先の追加 



は、不渡情報、官報等において公開されている

情報、登録された情報に関し本人から苦情を受

け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛

失・盗難等本人より申告された情報等、加盟個

人信用情報機関および提携個人信用情報機関

のそれぞれが収集し登録した情報が含まれま

す。 

3.加盟個人信用情報機関への登録情報と登録

期間は以下のとおりです。 

※前表の他、ＣＩＣについては、支払停止の抗

弁の申し出が行われていることが、その抗弁に

関する調査期間中登録されます。 

 

は、官報等において公開されている情報、登録

された情報に関し本人から苦情を受け調査中

である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等

本人より申告された情報等、加盟個人信用情報

機関および提携個人信用情報機関のそれぞれ

が収集し登録した情報が含まれます。 

 

3.加盟個人信用情報機関への登録情報と登録

期間は以下のとおりです。 

※前表のほか、ＣＩＣおよびＪＩＣＣについて

は、支払停止の抗弁の申し出が行われているこ

とが、その抗弁に関する調査期間中登録されま

す。 

 

第 6 条 会員情報の開示・訂正・削除 

1.会員等は、当社または加盟個人信用情報機関

に対して、ご自身に関する会員情報を開示する

よう請求することができます。 

 

第 6 条 会員情報の開示・訂正・削除 

1.会員等は、当社または加盟個人信用情報機関

に対して、自らに関する会員情報を開示するよ

う請求することができます。 

 

【改定】 

表記の修正 

   

 


